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証券コード　3458

平成28年10月12日

株　主　各　位
東京都港区虎ノ門二丁目10番１号

株 式 会 社 シ ー ア ー ル イ ー
代表取締役社長 山 下 修 平

第８期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、当社第８期定時株主総会を下記により開催いたしますの

で、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権

行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成28年10月27日（木曜日）

午後５時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬　具
記

１．日 時 平成28年10月28日（金曜日）午前10時
２．場 所 東京都港区芝公園二丁目５番20号

メルパルク東京　５階　「瑞雲（ＺＵＩＵＮ）」
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第８期（平成27年８月１日から平成28年７月31日まで）事

業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会
の連結計算書類監査結果報告の件

２．第８期（平成27年８月１日から平成28年７月31日まで）計
算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
第３号議案 監査等委員でない取締役４名選任の件
第４号議案 監査等委員でない取締役の報酬額改定の件

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申し上げます。
　なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が
生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス
http://www.cre-jpn.com）に掲載させていただきます。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

(平成27年８月１日から
平成28年７月31日まで)

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、政府による経済対策や日本銀行

の継続的な金融政策等を背景に、企業収益や雇用情勢に改善がみられ、景

気は緩やかな回復基調で推移いたしました。しかしながら、中国を始めと

するアジア新興国や資源国の経済減速、英国のＥＵ離脱による金融市場へ

の影響、欧州・中東での地政学的リスクの高まり等から依然として先行き

不透明な状況が続いております。

　物流不動産の賃貸管理や開発、アセットマネジメントを中心に、物流不

動産に関するサービス全般を事業領域とする当社グループ事業におきまし

ては、電子商取引市場の拡大から荷主企業のロジスティクス戦略が高度化

し、多頻度小口輸送等に対応できる機能性の高い物流施設の需要が堅調に

続いております。大型物流施設の新規供給面積は増加傾向にありますが、

物流業務を受託する３ＰＬやインターネット通販等が需要面での成長ドラ

イバーとなっていることから、物流不動産市場は引き続き活性化しており

物流施設を投資対象とするJ-REITも増えております。

　このような事業環境のもと、不動産管理事業では、平成27年10月に管理

面積が100万坪を超えた以降も、高稼働を維持しつつ更なる管理面積の純増

を目指した結果、平成28年７月末時点での管理面積は約122万坪となりまし

た。稼働率が高いことから、工事案件について建替工事の一部に取組み不

足が発生したものの、マスターリースやプロパティマネジメントを中心と

した安定収益を順調に積み上げております。物流投資事業では、平成28年

７月に当社開発物件である「ロジスクエア久喜」及び「ロジスクエア羽生」

をＣＲＥロジスティクスファンド投資法人に売却いたしました。来期以降

竣工予定である開発プロジェクトにつきましても順次着工しており、建設

は順調に進捗しております。アセットマネジメント事業では、物流特化型

REIT上場に向けＣＲＥロジスティクスファンド投資法人を設立し、平成28

年７月に当社開発物件２物件の私募運用を開始いたしました。本投資法人
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の組成や運用に係るフィー収入により、安定収益が増加するとともに、他

の受託物件の売却も実現しております。

　また、平成27年10月には、株式会社エンバイオ・ホールディングスと資

本業務提携契約を締結いたしました。土壌汚染地の浄化再生を通じ双方の

ノウハウを共有し協業する中で、新たな収益機会を創出してまいります。

さらに、シンガポール現地法人の設立によりアジア圏における事業展開を

推進してまいります。

　この結果、当連結会計年度の業績は、売上高33,842,725千円（前期比

34.2％増）、営業利益4,386,564千円（前期比84.8％増）、経常利益4,123,958

千円（前期比88.7％増）、親会社株主に帰属する当期純利益2,307,020千円

（前期比72.3％増）となりました。

　セグメント別の業績は、以下のとおりであります。

＜不動産管理事業＞

　不動産管理事業につきましては、マスターリース物件が前期に引き続き

高い稼働率を維持したこと、プロパティマネジメントの管理面積が堅調に

推移したことから、安定的に収益が計上されました。一方で、工事案件が

想定していた受注額に届かなかったものの、物流投資事業が手掛ける開発

物件のリーシング活動により、当該リーシングフィーを獲得した結果、売

上高は15,429,433千円（前期比2.0％減）、営業利益は1,521,488千円（前

期比0.4％増）となりました。

＜物流投資事業＞

　物流投資事業につきましては、当社開発物件である「ロジスクエア久喜」

及び「ロジスクエア羽生」の売却が実現した結果、売上高は17,536,284千

円（前期比122.3%増）、営業利益は3,514,547千円（前期比171.0％増）と

なりました。
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＜アセットマネジメント事業＞

　アセットマネジメント事業につきましては、アセットマネジメントフィ

ーが堅調に推移したほか、運用資産の取得に係るアクイジションフィー等

を計上した結果、売上高は1,087,029千円（前期比187.8％増）、営業利益

は216,911千円（前期比86.2％増）となりました。

＜その他の事業＞

　その他の事業につきましては、重要性が乏しいため、記載を省略してお

ります。

②　設備投資の状況

　当連結会計年度において実施いたしました当社グループの設備投資の総

額は581,003千円であり、その主なものは、不動産管理事業における賃貸用

不動産の取得であります。

③　資金調達の状況

　当連結会計年度におきましては、設備投資や運転資金として、金融機関

より長期借入金として総額2,650,000千円の調達を実施し、物流投資事業に

おける開発資金として、金融機関より総額3,570,000千円の調達を行いまし

た。

　また、連結子会社においては、金融機関より長期借入金（ノンリコース

ローン）として800,000千円の調達を行いました。
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

①　企業集団の財産及び損益の状況

区 分
第 ５ 期

(平成25年７月期)
第 ６ 期

(平成26年７月期)
第 ７ 期

(平成27年７月期)

第 ８ 期
(当連結会計年度)
(平成28年７月期)

売 上 高(千円) － － 25,224,938 33,842,725

経 常 利 益(千円) － － 2,185,556 4,123,958

親会社株主に帰属
する当期純利益

(千円) － － 1,338,781 2,307,020

１株当たり当期純利益 (円) － － 289.25 396.84

総 資 産(千円) － － 27,152,721 37,454,550

純 資 産(千円) － － 8,967,418 11,375,494

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) － － 1,572.95 1,920.21

（注）１．前連結会計年度より連結計算書類を作成しているため、第６期以前

については記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式

の総数により算出しております。

３．１株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式の総数

により算出しております。

４．当社は、平成26年12月10日付で普通株式１株につき50株の株式分割

を行っております。これに伴い、第７期の期首に当該株式分割が行

われたと仮定し、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額を

算定しております。
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②　当社の財産及び損益の状況

区 分
第 ５ 期

(平成25年７月期)
第 ６ 期

(平成26年７月期)
第 ７ 期

(平成27年７月期)

第 ８ 期
(当事業年度)

(平成28年７月期)

売 上 高(千円) 15,946,187 22,089,410 23,477,525 19,353,727

経 常 利 益(千円) 641,853 2,353,793 1,957,038 4,036,822

当 期 純 利 益(千円) 383,069 1,323,852 1,401,772 2,292,300

１株当たり当期純利益 (円) 79.56 322.80 302.86 394.31

総 資 産(千円) 15,801,231 17,449,010 26,825,670 32,984,851

純 資 産(千円) 1,006,739 2,451,393 8,813,298 11,208,451

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 245.62 580.99 1,546.02 1,892.01

（注）１．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式

の総数により算出しております。

２．１株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式の総数

により算出しております。

３．当社は、平成26年12月10日付で普通株式１株につき50株の株式分割

を行っております。これに伴い、第５期の期首に当該株式分割が行

われたと仮定し、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額を

算定しております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

　　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

ストラテジック・パ
ートナーズ株式会社

50,000千円 100.0％ アセットマネジメント事業
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(4) 対処すべき課題

　昨今の経済環境や複雑化する消費者ニーズへの対応から、各企業は物流業

務のサードパーティ・ロジスティクス事業者（3PL事業者）へのアウトソーシ

ングに代表されるように物流の合理化・効率化を推し進めており、3PL事業者

の事業拡大や自社保有不動産のオフバランス化ニーズに伴い、賃貸施設活用

の機運が高まっております。

　このような事業環境のもと、先進的な賃貸物流施設の需要は増加すると見

込まれておりますが、当社グループの事業をさらに成長させていくには、以

下の点を主要な課題として認識し、重点的に取り組んでおります。

①　ストックビジネスの強化による持続的な企業成長

　ストックビジネスである不動産管理事業とアセットマネジメント事業を

継続的に成長させることで、景気の影響を受けにくい、安定した経営基盤

を構築してまいります。

イ．不動産管理収入・利益の拡大

　不動産所有者への資産活用提案による新築物件の供給や、新規物件の

借り上げ、プロパティマネジメント受託の推進により、管理面積を増加

させていく方針です。加えて、高稼働率を維持することにより、不動産

管理収入・利益の拡大に努めてまいります。

ロ．アセットマネジメント受託資産残高の拡大

　アセットマネジメント事業をストックビジネスの第２の柱へ成長させ

るため、物流特化型REITの上場や、物流施設開発の推進及び外部物件の

取得により、アセットマネジメント受託資産残高を拡大してまいります。

ハ．エリア展開の強化

　大阪営業所、福岡営業所を基点に営業活動を行い、東京圏以外の需要

を積極的に取り込む方針です。また、アジア圏での事業展開も推進して

まいります。

ニ．M&Aによる事業領域の拡大及び競争力の強化

　ストックビジネスを拡大させることを目的とし、M&Aを積極的に推進し

ていく方針です。

－ 7 －
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②　成長を維持するための体制整備

　成長を維持するため、適切な財務コントロールと、成長を支える人材の

育成に取り組んでまいります。

イ．適切な財務コントロール

　ネットD/Eレシオを1.5～2.5倍を目安にコントロールし、借入期間の最

適化、調達資金の多様化を推進してまいります。

ロ．成長を支える人材の育成

　当社グループの業務には、専門的な知識やノウハウが必須であり、人

材を最も重要な経営資源の一つと位置付けております。成長を支える人

材を育成するため、階層別研修の導入、自己研鑽の促進、新卒採用、誰

もが働きやすい環境の整備等に取り組んでまいります。

③　ストックビジネスの成長に応じた株主還元の実施

　ストックビジネスで得られた利益剰余金を配当原資とし、継続的な成長

により、継続的な増配を目指します。また、フロービジネスで得られた利

益剰余金は、物流施設開発やストックビジネス強化のためのM&A等への再投

資等に活用し、将来的には自己株式取得等にも活用する方針です。

－ 8 －
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(5) 主要な事業内容（平成28年７月31日現在）

　当社グループは、当社、子会社９社（うち連結子会社７社）及び関連会社１

社により構成されており、物流施設の賃貸、管理、開発、仲介、及び投資助言

を主たる業務としております。

　①　不動産管理事業

　マスターリース、プロパティマネジメント、建設工事、リーシングを行

っております。マスターリースでは、不動産所有者から物流施設を中心に

一括借り上げ運営・管理し、テナントへ転貸しております。プロパティマ

ネジメントでは、物流施設や商業施設の賃貸管理を受託しております。建

設工事では、不動産所有者への資産活用の提案や、修営繕、改造及び原状

回復等の工事を行っております。リーシングでは、当社のマスターリース

物件や物流投資事業にて開発した物件へのテナント誘致と、当社マスター

リース物件以外の物件へのテナント誘致を行っております。

　②　物流投資事業

　物流に特化した施設開発に関して、マーケットリサーチ、用地情報入手、

プランニング、用地取得、建設工事発注、テナント誘致から売却まで一貫

して行っております。

　③　アセットマネジメント事業

　顧客である投資家に対し、収益不動産への投資機会や運用・管理サービ

スの提供を行っております。不動産ファンドの企画・組成、投資家の募集、

金融機関からの借入、物件の購入、運用・管理、売却、リファイナンスま

でを一貫して手掛けております。

(6) 主要な営業所（平成28年７月31日現在）

①　当社

本 社 東京都港区

厚 木 営 業 所 神奈川県厚木市

大 阪 営 業 所 大阪府大阪市

福 岡 営 業 所 福岡県福岡市

－ 9 －
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②　子会社

ストラテジック・パ
ートナーズ株式会社

東京都港区

(7) 使用人の状況（平成28年7月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

不 動 産 管 理 事 業 100（5）名 2名増（2名増）

物 流 投 資 事 業 9（-）名 2名増（-）

アセットマネジメント
事 業

11（-）名 2名増（-）

共 通 部 門 34（-）名 2名増（-）

合 計 154（5）名 8名増（2名増）

（注）　使用人数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ

外から当社グループへの出向者を含む。）であり、パート及び嘱託社員は　（　）

内に年間の平均人員を外数で記載しております。

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

143（5）名 6名増（2名増） 42.8歳 10.6年

（注）　使用人数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者

を含む。）であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記

載しております。

(8) 主要な借入先の状況（平成28年７月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株式会社三井住友銀行 3,025,833千円

株式会社みずほ銀行 2,654,777

株式会社三菱東京UFJ銀行 2,498,333

株式会社関西アーバン銀行 981,000

株式会社福岡銀行 875,000

－ 10 －
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２．会社の現況

(1) 株式の状況（平成28年７月31日現在）

①　発行可能株式総数 19,300,000株

　　　 (注) 当社は、平成28年9月12日取締役会にて、平成28年11月1日を効力発生日として

株式分割（１株を２株に分割）を行い、発行可能既株式総数を19,300,000株増

加する旨決議しております。

②　発行済株式の総数 5,924,200株

　　　（注）１．ストックオプションの行使により、発行済株式の総数は223,500株増加し

ております。

　　　　　　２．当社は、平成28年9月12日取締役会にて、平成28年11月1日を効力発生日と

して株式分割（１株を２株に分割）を行う旨決議しております。

③　株主数 2,466名

④　大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

京 橋 興 産 ㈱ 3,710千株 62.6％

G O L D M A N ,  S A C H S &  C O .  R E G 303 5.1

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 225 3.8

公 共 建 物 ㈱ 139 2.4

日本 ﾄ ﾗ ｽ ﾃ ｨ ･ ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ信託銀行㈱
（ 信 託 口 ）

65 1.1

み ず ほ 信 託 銀 行 ㈱
（ 信 託 口 ）

51 0.9

日 水 製 薬 ㈱ 48 0.8

㈱ 東 京 ウ エ ル ズ 48 0.8

日 本 証 券 金 融 ㈱ 28 0.5

㈱ Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 26 0.4

（注）持株比率は自己株式（111株）を控除して計算しております。

－ 11 －

株式の状況
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(2) 新株予約権等の状況

①　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価とし

て交付された新株予約権の状況

第１回新株予約権 第２回新株予約権

発 行 決 議 日 平成25年８月22日 平成26年７月24日

新 株 予 約 権 の 数 9,100個 1,900個

新株予約権の目的となる
株 式 の 種 類 と 数

普通株式　　　　455,000株
(新株予約権１個につき50株)

普通株式　　　　 95,000株
(新株予約権１個につき50株)

新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに払い
込みは要しない

新株予約権と引換えに払い
込みは要しない

新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額

新株予約権１個当たり
35,800円

(１株当たり　716円)

新株予約権１個当たり
50,000円

(１株当たり　1,000円)

権 利 行 使 期 間
平成27年８月23日から
平成35年８月22日まで

平成28年７月25日から
平成36年７月24日まで

行 使 の 条 件 （注）１ （注）２

役 員 の
保有状況

取締役
(監査等委員
を除く)

取締役
(社外取締役

を除く)

新株予約権の数　　2,510個
目的となる株式数125,500株
保有者数　　　　　　　3名

新株予約権の数　　1,100個
目的となる株式数 55,000株
保有者数　　　　　　　1名

社 外
取締役

新株予約権の数　　　　-個
目的となる株式数　　　-株
保有者数　　　　　　　-名

新株予約権の数　　　　-個
目的となる株式数　　　-株
保有者数　　　　　　　-名

取締役（監査等委員）
新株予約権の数　　　　-個
目的となる株式数　　　-株
保有者数　　　　　　　-名

新株予約権の数　　　　-個
目的となる株式数　　　-株
保有者数　　　　　　　-名

（注）１．新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

　　　（１）新株予約権者は当社の普通株式にかかる株式が国内のいずれかの金融商品取

引所に上場された場合に限り、本新株予約権を行使することができます。

　　　（２）新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会

社の役員又は従業員であることを要します。

　　　（３）新株予約権者が死亡した場合、その者の配偶者、子（養子を含む）、父母及

び兄弟姉妹のうちの１人に相続される場合に限り、相続人は本新株予約権を

行使することができます。

　　　（４）その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約

に定めるところによります。

２．新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

　　　（１）新株予約権者は当社の普通株式にかかる株式が国内のいずれかの金融商品取

引所に上場された場合に限り、本新株予約権を行使することができます。

－ 12 －
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　　　（２）新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会

社の役員又は従業員であることを要します。

　　　（３）新株予約権者が死亡した場合、その者の配偶者、子（養子を含む）、父母及

び兄弟姉妹のうちの１人に相続される場合に限り、相続人は本新株予約権を

行使することができます。

　　　（４）その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約

に定めるところによります。

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約

権の状況

　　該当事項はありません。

－ 13 －
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(3) 会社役員の状況

①　取締役の状況（平成28年7月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 山 下 修 平
富士総業㈱取締役
公共建物㈱取締役
京橋興産㈱代表取締役

専 務 取 締 役 近 藤 正 昭

常 務 取 締 役 亀 山 忠 秀
㈱エンバイオ・ホールディング
ス取締役

取 締 役 伊 藤 　 毅

ストラテジック・パートナーズ
㈱代表取締役
㈱玄海キャピタルマネジメント
社外取締役

取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

石 久 保 　 善 　 之

石久保公認会計士事務所代表
京都きもの友禅㈱社外取締役
オーデリック㈱社外監査役
㈱インタースペース社外監査役

取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

山 田 毅 志

㈱アパマンショップホールディ
ングス社外監査役
㈱博展社外監査役
税理士法人タクトコンサルティ
ング代表社員

取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

清 水 琢 麿
法律事務所イオタ　パートナー
弁護士

（注）１．取締役石久保善之氏、山田毅志氏及び清水琢麿氏は、社外取締役であります。

２．当社は、取締役石久保善之氏、山田毅志氏及び清水琢麿氏について、東京証券

取引所に独立役員として届け出ております。

３．監査等委員である取締役石久保善之氏及び山田毅志氏は、以下のとおり、財務

及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

・取締役石久保善之氏は、公認会計士の資格を有しております。

・取締役山田毅志氏は、公認会計士の資格を有しております。

４．当社は、監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制シ

ステムを通じた組織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必

要としないことから、常勤の監査等委員を選定しておりません。

５．当社と各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第

１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損

害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額としております。

－ 14 －
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②　取締役及び監査役の報酬等

区 分
報酬等の総額
（ 百 万 円 ）

報酬等の種類別の総額（百万円）
対象となる
役員の員数基 本 報 酬 賞 与

監査等委員でない
取 締 役
（うち社外取締役）

226
（0）

146
（0）

80
（0）

5名
（1）

監査等委員である
取 締 役
（うち社外取締役）

6
（6）

6
（6）

0
（0）

3名
（3）

監 査 役
（うち社外監査役）

2
（2）

2
（2）

0
（0）

3名
（3）

合 計
（うち社外役員）

235
（9）

155
（9）

80
（0）

8名
（4）

（注）１．上記には、当事業年度中に退任した取締役及び監査役を含めております。なお、

当社は、平成27年10月29日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移

行しております。

２．監査役に対する報酬等の額は、監査等委員会設置前の期間に係るものであり、

監査等委員である取締役に対する報酬等の額は、移行後の期間に係るのもので

あります。

３．監査等委員でない取締役の報酬限度額は、平成27年10月29日開催の第７期定時

株主総会において、年額240百万円以内と決議いただいております。

４．監査等委員である取締役の報酬限度額は、平成27年10月29日開催の第７期定時

株主総会において、年額60百万円以内と決議いただいております。

③　社外役員に関する事項

イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役 石久保 善之氏は、石久保公認会計士事務所代表、京都きもの

友禅㈱の社外取締役、オーデリック㈱の社外監査役、及び㈱インター

スペースの社外監査役であります。当社と各兼職先との間には特別の

関係はありません。

・取締役 山田 毅志氏は、税理士法人タクトコンサルティングの代表社

員、㈱アパマンショップホールディングス及び㈱博展の社外監査役で

あります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

・取締役 清水 琢麿氏は、法律事務所イオタのパートナー弁護士であり

ます。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

－ 15 －
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ロ．当事業年度における主な活動状況

出 席 状 況 及 び 発 言 状 況

取 締 役
（ 監 査
等 委
員）

石久保　善　之

当事業年度に開催された取締役会28回すべて、監査等委

員会10回すべてに出席いたしました。出席した取締役会

及び監査等委員会において、経営から独立した客観的・

中立的な立場に立ち、公認会計士としての専門的見地か

ら適宜発言を行っております。

取 締 役
（ 監 査
等 委
員）

山 田 毅 志

当事業年度に開催された取締役会28回すべて、監査役会

４回すべて、監査等委員会10回すべてに出席いたしまし

た。出席した取締役会、監査役会及び監査等委員会にお

いて、経営から独立した客観的・中立的な立場に立ち、

公認会計士・税理士としての専門的見地から適宜発言を

行っております。

取 締 役
（ 監 査
等 委
員）

清 水 琢 麿

当事業年度に開催された取締役会28回すべて、監査役会

４回すべて、監査等委員会10回すべてに出席いたしまし

た。出席した取締役会、監査役会及び監査等委員会にお

いて、経営から独立した客観的・中立的な立場に立ち、

弁護士としての専門的見地から適宜発言を行っておりま

す。

－ 16 －
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(4) 会計監査人の状況

①　名称　　　　　　　　　　新日本有限責任監査法人

（注）当社の会計監査人であった有限責任監査法人トーマツは、平成27年10月29日開

催の第７期定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。

②　会計監査人の報酬等の額

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 20,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額

20,000千円

（注）1.  当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品

取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区

分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合

計額を記載しております。

2.  監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び

報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につい

て会社法第399条第１項の同意を行っております。

③　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必

要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不

再任に関する議案の内容を決定いたします。

　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める

項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計

監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員

は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任し

た旨と解任の理由を報告いたします。

－ 17 －
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(5) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

①　業務の適正を確保するための体制

当社は、平成25年６月24日開催の取締役会において、業務の適正を確保する

ための体制の整備に関する基本方針（「内部統制システム構築の基本方針」）

を決定しており、平成27年12月17日開催の取締役会にて一部改訂いたしました。

改定後の当該基本方針の内容は以下のとおりであります。

イ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制

(a) 取締役会は、法令・定款・取締役会規程等に基づき、経営に関する重要事項

を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する。

(b) 監査等委員会は、法令が定める権限を行使するとともに、監査等委員会監査

基準等に基づき取締役の職務の執行を監査する。

(c) 役職員は、倫理規程に基づき、法令・定款を遵守した行動を取る。

(d) 業務遂行にあたり、コンプライアンス体制の推進、維持について、リスク・

コンプライアンス管理規程に則り、リスク・コンプライアンス委員会を設置

し、全社のコンプライアンスの取り組みを横断的に統括する。

(e) 内部監査室は代表取締役社長の直轄として設置され、内部監査規程に基づき、

独立した組織的立場において、定期的に内部統制システムの運用状況につい

て内部監査を行い、改善が必要な事例については、その解決のために指導を

行う。

(f) 当社グループは、内部通報者保護の観点から、役職員が社内において法令違

反行為が行われ、又は行われようとしていることを知りえた場合には、通報

しやすい窓口として内部通報制度を整備するとともに、通報者に対しては、

不利益な取り扱いが行われない体制を確保する。

(g) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方として、当社は市民社会の秩序や

安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決し、これらとかかわり

のある企業、団体、個人とはいかなる取引も行わない旨を倫理規程に定め、

周知徹底するとともに、平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、

事実の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全

体として速やかに対処できる体制を構築する。

ロ．取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

機密文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的

媒体（以下、文書等という）に記録し、保存する。取締役及び各監査等委員及

び監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、常時これらの文書等を閲覧でき
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るものとする。文書等の保管期間及び保管場所は、機密文書管理規程に定める

ところによる。

ハ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク・コンプライアンス管理規程に従い、リスク管理体制を明確にすると

ともに、内部監査室が部署毎のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的

に取締役会に報告する。当社グループの特性上重要度の高いリスクである一定

額以上の不動産投資案件については、投融資委員会において、総合的な判断で

管理する。組織横断的リスク状況の監視ならびに全社的対応は総務人事部及び

経理財務部がこれを行う。

ニ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会を月一回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催することで、

迅速かつ適切な意思決定を行う体制を整備する。執行役員制度の導入により、

取締役が経営上の判断業務に専念できる体制とし、取締役の職務執行の効率性

を確保するとともに、経営環境の変化に迅速に対応した意思決定を行えるよう

に、取締役会専決事項を含む重要な事項を審議する機関として週１回定時で執

行役員会を開催する。

取締役会の決定に基づく業務執行については、取締役会規程、職務権限規程、

業務分掌規程等の関連諸規定を定め、権限と責任を明確化する。

以下の経営管理システムにより、取締役の職務執行の効率化を図る。

(a) 取締役、従業員が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図るとともに、

この目的に基づく３年を期間とする中期事業計画を策定する。

(b) 取締役会は、中期事業計画に基づき、毎期事業部門毎の業績目標と予算を作

成する。設備投資、新規事業等については、原則として、中期事業計画の目

標達成への貢献を基準に、その優先順位を決定する。同時に各事業部門への

効率的な人的資源の配分を行う。

(c) 各本部を担当する執行役員は、各本部が実施すべき具体的な施策及び権限分

配を含めた効率的な業務執行体制を決定する。

(d) 前項の決定にあたり、職務分掌規程、職務権限規程及び稟議規程との整合性

に留意し、必要に応じ取締役会承認のもと上記規程を改定する。

(e) 月次の業績は、ＩＴを積極的に活用したシステムにより月次ベースで迅速に

管理会計としてデータ化し、取締役及び取締役会に報告する。

(f) 取締役会は、毎月この結果をレビューし、目標未達の場合は、その要因を排

除・低減する改善策を報告させる。
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(g) 前項の議論を踏まえ、各本部を担当する執行役員は、各本部が実施すべき具

体的な施策及び権限分配を含めた効率的な業務執行体制を改善する。

ホ．子会社の取締役等の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社は関係会社管理規程に基づき、子会社の経営管理に必要な資料の提出を

求め、経営状況と財務状況を把握し、必要と認めた事項については取締役会に

おいて報告する。

へ．当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(a) 当社はリスク・コンプライアンス管理規程に基づき、リスク・コンプライア

ンス委員会を定期的に開催し、当社グループ全体のリスク管理を行う。

(b) 内部監査室は、当社グループの内部監査を実施し、その結果を取締役会に報

告し、必要に応じて内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行う。

ト．当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するた

めの体制、当社の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に

適合することを確保するための体制

当社は関係会社管理規程に基づき、当社グループ全体の事業特性をふまえた

管理等を効率的に行うとともに、当社グループの適正な業務運営のための管理

体制及びリスク・コンプライアンス管理体制の整備を支援する。

チ．監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項ならびにそ

の取締役及び使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）から

の独立性に関する事項

監査等委員会の職務は、内部監査室の使用人がこれを補助し、当該使用人の

任命・異動等人事権に係る事項の決定には、監査等委員の事前同意を得ること

により、取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性を確保する。

リ．監査等委員会による監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対

する指示の実効性の確保に関する事項

監査等委員会より監査職務の遂行に必要な指示を受けた内部監査室は、その

指示に関して、監査等委員会のみからの指示に基づいて行い、当該指示された

業務に関して監査等委員である取締役以外の取締役の指揮・命令を受けないも

のとし、これにより監査等委員会の指示の実効性を確保する。
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ヌ．取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報

告するための体制

取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、法定の事項に加

えて、会社に著しい損害を及ぼす事実があることを発見したときには、監査等

委員会に報告する。

ル．子会社の取締役等または取締役等から報告を受けた者が当社の監査等委員会

に報告するための体制

子会社の取締役等は、子会社の監査役から報告を求められた事項について速

やかに子会社の監査役及び監査役会に報告するとともに、当社の子会社担当部

署に報告する。

当社の子会社担当部署は、子会社の取締役または使用人から法令及び規程に

定められた事項のほか、子会社の監査役から報告を求められた事項について報

告を受けた場合には、速やかに監査等委員会にその内容を報告する。

ヲ．前２項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受

けないことを確保するための体制

前２項の報告をした者が、当該報告を理由として、人事上その他一切の点で、

当社及び子会社から不利益な取り扱いが行われないことを当社及び子会社の社

内規程に明記する。

ワ．監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限

る。）について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執

行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査等委員がその職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関する

ものに限る。）について生ずる費用の前払または支出した費用等の償還、負担

した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査等委員の職務の執行につ

いて生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じる。

カ．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員会による各本部担当執行役員及び重要な使用人からの個別ヒアリ

ングの機会を必要に応じて設けるとともに、代表取締役社長、監査法人及び内

部監査室それぞれの間で定期的に意見交換会を実施し、監査の実効性を確保で

きる体制とする。
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②　業務の適正を確保するための体制の運用状況

業務の適正を確保するための体制の運用状況は以下のとおりであります。

イ．子会社管理

関係会社管理規程に基づき、子会社の事業運営に関する重要な事項について

適宜情報交換、協議するなど、子会社の管理・支援の強化に取り組みました。

ロ．コンプライアンス

当社グループの全役職員を対象とした研修を実施し、コンプライアンス意識

の向上に取り組みました。

ハ．リスクマネジメント

リスク・コンプライアンス委員会を定期的に開催し、当社グループのリスク

マネジメントに関する課題・対応策について検討いたしました。

ニ．内部監査

内部監査室が作成した内部監査計画に基づき、当社グループの内部監査を実

施いたしました。

監査等委員会、会計監査人及び内部監査室は定期的な会合を持ち、情報の交

換を行っております。

ホ．財務報告に係る内部統制

財務報告に係る内部統制の有効性について評価を行いました。

へ．監査等委員会の活動状況

当社は、平成27年10月29日付で監査等委員会設置会社へ移行しております。

当事業年度において、監査等委員会を10回開催し、法定事項のほか、当社グル

ープ全体の監査・ガバナンス等に関する重要事項につき、審議・協議・決定す

るとともに必要な情報交換を行いました。
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(6) 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、継続的かつ安定的な配当を実施するとともに、事業の発展及び経営

基盤の強化に必要な内部留保を充実させていくことを基本方針としております。

　当期の配当につきましては、１株当たり20円といたしました。今後の剰余金

の配当につきましては、上記の基本方針に基づき、中長期的な視点で業績や財

務状況、投資計画の状況を考慮したうえで、ストックビジネスである不動産管

理事業及びアセットマネジメント事業で得られた利益を原資として株主への利

益還元に取り組んでいく方針であります。

　内部留保資金につきましては、フロービジネスである物流投資事業で得られ

た利益を、物流施設開発やストックビジネス強化のためのM&A等への再投資等に

活用し、将来的には自己株式取得にも活用する方針です。
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成28年７月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

完成工事未収入金

有 価 証 券

販 売 用 不 動 産

仕掛販売用不動産

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

の れ ん

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

破 産 更 生 債 権 等

繰 延 税 金 資 産

敷 金 及 び 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

26,930,079

14,211,729

284,314

141,446

70,000

1,214,052

10,127,981

341,900

165,606

414,252

△41,204

10,524,470

3,699,714

1,376,828

249,926

10,954

1,733,227

328,776

187,009

124,683

62,326

6,637,746

2,385,932

304,711

244,165

4,099,287

85,361

△481,711

（負 債 の 部）

流 動 負 債 7,635,898

買 掛 金 3,437,128

工 事 未 払 金 262,260

１年内返済予定の長期借入金 798,260

リ ー ス 債 務 22,468

未 払 法 人 税 等 511,282

預 り 金 973,408

前 受 収 益 1,119,463

賞 与 引 当 金 36,226

役員賞与引当金 80,000

移転損失引当金 76,524

転貸損失引当金 18,488

そ の 他 300,386

固 定 負 債 18,443,157

長 期 借 入 金 13,045,465

リ ー ス 債 務 390,697

退職給付に係る負債 214,280

転 貸 損 失 引 当 金 8,368

資 産 除 去 債 務 126,396

受入敷金保証金 4,448,083

そ の 他 209,866

負 債 合 計 26,079,055

（純資産の部）

株 主 資 本 11,376,648

資 本 金 1,586,153

資 本 剰 余 金 3,175,053

利 益 剰 余 金 6,615,644

自 己 株 式 △202

その他の包括利益累計額 △1,154

その他有価証券評価差額金 127

為替換算調整勘定 △1,281

非支配株主持分 －

純 資 産 合 計 11,375,494

資 産 合 計 37,454,550 負 債 純 資 産 合 計 37,454,550

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 24 －

連結貸借対照表



2016/09/27 13:23:07 / 16218479_株式会社シーアールイー_招集通知

連 結 損 益 計 算 書

(平成27年８月１日から
平成28年７月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 33,842,725

売 上 原 価 26,800,826

売 上 総 利 益 7,041,898

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,655,334

営 業 利 益 4,386,564

営 業 外 収 益

受 取 利 息 7,670

受 取 配 当 金 4,718

買 取 債 権 回 収 益 4,032

受 取 手 数 料 4,500

受 取 和 解 金 6,140

そ の 他 1,063 28,124

営 業 外 費 用

支 払 利 息 146,349

支 払 手 数 料 112,190

そ の 他 32,190 290,730

経 常 利 益 4,123,958

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 172 172

特 別 損 失

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 177,000

移 転 損 失 引 当 金 繰 入 額 76,524

そ の 他 6,467 259,991

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 3,864,139

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,684,378

法 人 税 等 調 整 額 △127,272 1,557,105

当 期 純 利 益 2,307,034

非支配株主に帰属する当期純利益 13

親会社株主に帰属する当期純利益 2,307,020

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(平成27年８月１日から
平成28年７月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 1,506,140 3,095,040 4,365,630 △35 8,966,775

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 80,013 80,013 160,026

剰 余 金 の 配 当 △57,006 △57,006

親会社株主に帰属す
る 当 期 純 利 益

2,307,020 2,307,020

自 己 株 式 の 取 得 △166 △166

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

-

当 期 変 動 額 合 計 80,013 80,013 2,250,013 △166 2,409,872

当 期 末 残 高 1,586,153 3,175,053 6,615,644 △202 11,376,648

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

非 支 配
株 主 持 分

純 資 産 合 計その他有価証
券評価差額金

為 替 換 算
調 整 勘 定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 42 - 42 600 8,967,418

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 160,026

剰 余 金 の 配 当 △57,006

親会社株主に帰属す
る 当 期 純 利 益

2,307,020

自 己 株 式 の 取 得 △166

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

84 △1,281 △1,196 △600 △1,796

当 期 変 動 額 合 計 84 △1,281 △1,196 △600 2,408,076

当 期 末 残 高 127 △1,281 △1,154 - 11,375,494

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

1 連結の範囲に関する事項

(1)連結子会社の状況

 連結子会社の数　　　　　　　 ７社

 主要な連結子会社の名称　　　 ストラテジック・パートナーズ株式会社

匿名組合ＣＲＥ６

匿名組合ＣＲＥ７

匿名組合ＡＧインベストメント

匿名組合ＣＲＥ６他３社は匿名組合出資をしたこ

とにより、それぞれ連結の範囲に含めております。

なお、特定目的会社ノースイーストは、清算結了

により、連結の範囲から除外しております。

(2)非連結子会社の状況

 主要な非連結子会社の名称　　 ＣＲＥ Ａsia Ｐte.Ｌtd.

 連結の範囲から除いた理由　　 非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の

総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれ

も連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないた

め連結の範囲から除外しております。

2 持分法の適用に関する事項

(1)持分法を適用した非連結子会社または関連会社の状況

 持分法適用の関連会社数　　　 １社

 持分法適用会社の名称　　　　 株式会社エンバイオ・ホールディングス

株式会社エンバイオ・ホールディングスの株式を

取得したことにより、同社を持分法適用の範囲に

含めております。

(2)持分法を適用していない非連結子会社の状況

 主要な非連結子会社の名称　　 ＣＲＥ Ａsia Ｐte.Ｌtd.

 持分法を適用しない理由　　　 持分法を適用していない非連結子会社は、当期純

損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等からみて、持分法の対象から除いて

も連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、

全体としても重要性がないため持分法の適用範囲

から除外しております。

(3)持分法適用手続きに関する特記事項

持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異

なる会社については、各社の事業年度に係る計算
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書類を使用しております。

3 連結子会社の事業年度等に関する事項

　ストラテジック・パートナーズ株式会社他５社の決算日は６月30日であり、連結計

算書類の作成に当たっては、子会社の決算日現在の計算書類を使用しております。

　匿名組合ＣＲＥ７の決算日は３月31日であり、仮決算を実施したうえ連結計算書類

を作成しております。

　ただし、同決算日と連結決算日との間に発生した重要な取引については、連結上必

要な調整を行っております。

4 会計方針に関する事項

(1)　重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

 ・満期保有目的の債券　　　　 償却原価法（定額法）

 ・その他有価証券

   時価のあるもの　　　　　 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）

   時価のないもの　　　　　 移動平均法による原価法

② デリバティブ　　　　　　   時価法

③ たな卸資産　　　　　　　   個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2)　重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

（リース資産を除く）

定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４

月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に

ついては定額法）を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　３年～50年

機械装置及び運搬具　６年～17年

② 無形固定資産

（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、ソフトウェア（自社利用分）については社

内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

を採用しております。

③ リース資産                 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリ

ース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前
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のリース取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

④ 長期前払費用　　　　　　　 定額法

(3)　重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金　　　　　　　　 売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金　　　　　　　　 従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額のう

ち当連結会計年度に対応する額を計上しておりま

す。

③ 役員賞与引当金　　　　　　 役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づ

き当連結会計年度末において発生していると認め

られる額を計上しております。

④ 転貸損失引当金　　　　　　 マスターリースにおいて転貸差損が将来にわたり

発生する可能性が高い転貸物件について翌連結会

計年度以降の損失見込額を計上しております。

⑤ 移転損失引当金　　　　　　 事務所の移転等に伴う損失に備えて、損失見込額

を計上しております。

(4)　退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要

支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5)　重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法　　　　　 原則として繰延ヘッジ処理を採用しております｡ 

なお、金利スワップ取引について特例処理の要件

を満たしている場合には、特例処理を採用してお

ります。

② ヘッジ手段とヘッジ対象　　 ヘッジ手段…金利スワップ取引

ヘッジ対象…借入金利息

③ ヘッジ方針　　　　　　　　 金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取

引を行っており、投機目的のデリバティブ取引は

行っておりません。

④ ヘッジの有効性評価の方法　 ヘッジ対象及びヘッジ手段について、それぞれの

キャッシュ・フロー総額の変動額を比較し、両者

の変動額を基準にして検証しておりますが、特例

処理の適用が可能なものについては、検証を省略

しております。
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(6)　消費税等の会計処理

税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税及び地方消費

税については、発生連結会計年度の期間費用としております。

なお、免税事業者である一部の連結子会社は税込方式によっております。

(7)　のれんの償却方法及び償却期間

その効果が発現すると見積もられる期間（７年間）で均等償却しております。

5 会計方針の変更

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企

業結合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第

22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関す

る会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」

という。）等を当連結会計年度から適用し、支配が継続している場合の子会社に対す

る当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を

発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当連結

会計年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による

取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する連結会計年度の連結計算書類に反映

させる方法に変更しております。加えて、当期純利益等の表示の変更及び少数株主持

分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計

基準第44－５項(4)及び事業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに

従っており、当連結会計年度の期首時点から将来にわたって適用しております。

　これによる連結計算書類に与える影響はありません。

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する

実務上の取扱い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を当連結会計年度に適

用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法

を定率法から定額法に変更しております。

　なお、この変更による当連結会計年度の損益に与える影響額は軽微であります。

6 表示方法の変更

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度まで流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「預り金」

は、資産総額の100分の１を超えたため、当連結会計年度より区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度の「預り金」は122,239千円であります。
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（連結損益計算書）

　前連結会計年度において営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受

取利息」「受取配当金」「買取債権回収益」「受取手数料」は、営業外収益総額の100

分の10を超えたため、当連結会計年度より区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度の「受取利息」は5,020千円、「受取配当金」は4,126千円、

「買取債権回収益」は7,453千円、「受取手数料」は1,500千円であります。

　前連結会計年度において区分掲記しておりました特別損失の「固定資産除却損」（前

連結会計年度3,371千円）は特別損失総額の100分の10以下となったため、当連結会計

年度より「その他」に含めて表示しております。
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連結貸借対照表に関する注記

1 担保に供している資産及び担保に係る債務

(1) 担保に供している資産

仕掛販売用不動産 9,412,475千円

建物及び構築物 379,421千円

土地 689,443千円

投資有価証券 962,631千円

その他 20,431千円

計 11,464,404千円

(2) 担保に係る債務

長期借入金（１年内返済予定額を含む） 9,970,725千円

(3) ノンリコース債務に対応する担保提供資産

① 担保に供している資産

販売用不動産 1,214,052千円

その他 67,933千円

計 1,281,986千円

② 担保に係る債務

長期借入金（１年内返済予定額を含む） 794,000千円

2 有形固定資産の減価償却累計額 1,222,938千円

連結株主資本等変動計算書に関する注記

1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 5,700,700株 223,500株 －株 5,924,200株

（変動事由の概要）

　新株予約権の権利行使による増加　　　 223,500株

2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 50株 61株 －株 111株

（変動事由の概要）

　単元未満株式の買取りによる増加　　　　　　61株
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3 剰余金の配当に関する事項

(1)　配当金支払額等

決 議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

平成27年９月10日
取 締 役 会

普通株式 57,006 10 平成27年７月31日 平成27年10月14日

(2)　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年

度になるもの

決 議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

平成28年９月12日
取 締 役 会

普通株式 利益剰余金 118,481 20 平成28年７月31日 平成28年10月13日

（注）１株当たり配当額には、東京証券取引所市場第一部指定の記念配当３円が含まれて

おります。

4 新株予約権に関する事項

当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間が到来しているもの）の目

的となる株式の数

第１回新株予約権　　　普通株式　　　231,500株

第２回新株予約権　　　普通株式　　　 95,000株

金融商品に関する注記

1 金融商品の状況に関する事項

(1)　金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産とし、資金調達につ

いては銀行借入により調達しております。デリバティブ取引は、後述するリスクを

回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

(2)　金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である売掛金及び完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されてお

ります。有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及び

社債、不動産を資産裏付けとする出資等であり、市場リスクに晒されております。

敷金及び保証金は、主に不動産管理事業における賃貸借契約に係る敷金及び保証金

であり、差入先の信用リスクに晒されております。

　営業債務である買掛金、工事未払金、未払法人税等及び預り金は、そのほとんど

が１年以内の支払期日です。受入敷金保証金は、主に不動産管理事業における賃貸

借契約に係る敷金及び保証金です。リース債務は、主として不動産管理事業におけ

る賃貸倉庫物件に係る資金調達を目的としたものであります。借入金は、主に投資

及び運転資金等の資金需要に対し必要な資金の調達を目的としたものであり、返済
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日は決算日後、最長で６年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒さ

れておりますが、デリバティブ取引（金利スワップ取引）を利用してヘッジしてお

ります。

　デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的

とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッ

ジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結計算書

類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記「４会計方針に関する事項

(5）重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

(3)　金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社グループは、社内規程に従い、営業債権並びに敷金及び保証金について、各

事業部門等における管理責任者が、取引先の状況をモニタリングし、取引相手ごと

に期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把

握や軽減を図っております。

　デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定して

いるため信用リスクはほとんどないと認識しております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　借入金に係る支払金利の変動リスクを回避するために、金利スワップ取引を利用

しております。

　有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の

財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直して

おります。

　デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い国内の金融機関であるため、相手方

不履行によるリスクは想定しておりません。

　デリバティブ取引の執行・管理については、社内規程に従い、決裁担当者の承認

を得て行っております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の

管理

　当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金計画を作成・

更新するとともに、手元流動性を維持することにより流動性リスクを管理しており

ます。

(4)　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合

理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては変動要因を織

り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動する

ことがあります。

－ 34 －

連結注記表



2016/09/27 13:23:07 / 16218479_株式会社シーアールイー_招集通知

2 金融商品の時価等に関する事項

　平成28年７月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について

は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるも

のは、次表には含まれておりません（（注）２．参照）。

（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

(1) 現金及び預金 14,211,729 14,211,729 －

(2) 売掛金 284,314

貸倒引当金(※) △29,121

255,192 255,192 －

(3) 完成工事未収入金 141,446

貸倒引当金(※) △412

141,034 141,034 －

(4) 投資有価証券 966,340 787,308 △179,031

(5) 破産更生債権等 304,711

貸倒引当金(※) △304,711

－ － －

(6) 敷金及び保証金 4,099,287 4,025,062 △74,225

資 産 計 19,673,583 19,420,327 △253,256

(1) 買掛金 3,437,128 3,437,128 －

(2) 工事未払金 262,260 262,260 －

(3) 未払法人税等 511,282 511,282 －

(4) 預り金 973,408 973,408 －

(5) 長期借入金
（1年内返済予定の長期借入金含む）

13,843,725 13,884,441 40,716

(6) リース債務
（1年内返済予定のリース債務含む）

413,166 612,574 199,407

(7) 受入敷金保証金 4,448,083 4,565,794 117,710

負 債 計 23,889,055 24,246,890 357,835

デリバティブ取引 － － －

　(※)   売掛金、完成工事未収入金、破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を

控除しております。
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（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資　産

(1）現金及び預金、(2）売掛金、並びに(3）完成工事未収入金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、

当該帳簿価額によっております。

(4）投資有価証券

　投資有価証券の時価については、取引所の価格によっております。

(5）破産更生債権等

　破産更生債権等については、回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定して

いるため、時価は帳簿価額から貸倒見積高を控除した金額にほぼ等しいことか

ら、当該価額をもって時価としております。

(6）敷金及び保証金

　敷金及び保証金の時価については、将来キャッシュ・フローを残存期間に対

応する国債の利回り等適切な指標による利率で割り引いた現在価値により算

定しております。

負　債

(1）買掛金、(2）工事未払金、(3）未払法人税等並びに(4）預り金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、

当該帳簿価額によっております。

(5）長期借入金

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規取引を行った場

合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。変動金利

による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利ス

ワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に

適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によってお

ります。

(6）リース債務

　リース債務の時価については、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引

を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定する方法に

よっております。

(7）受入敷金保証金

　受入敷金保証金の時価については、返還するまでの期間及び信用リスクを加

味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。
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デリバティブ取引

　金利スワップの特例処理によるものは、長期借入金と一体で処理されている

ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

　　　２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）

区分 連結貸借対照表計上額

転換社債型新株予約権付社債(※) 103,000

出資金 1,110,000

非上場株式等 99,592

（※）転換社債型新株予約権付社債280,000千円に対して貸倒引当金を177,000

千円計上しているため、貸倒引当金を控除して表示しております。

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難

と認められることから、時価開示の対象としておりません。

賃貸等不動産に関する注記

　当社では、東京都、神奈川県その他の地域において、賃貸用の物流施設、商業施設等

（土地を含む）を有しております。

連結貸借対照表計上額 当連結会計年度末の時価

3,295,054千円 4,086,325千円

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を

控除した金額であります。

２．期末の時価は、主として社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく

金額であります。ただし、第三者からの取得時や直近の評価時点から、一定の

評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じ

ていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっております。

また、一部の建物等の償却性資産については、適正な帳簿価額をもって時価と

みなしております。

１株当たり情報に関する注記

1.１株当たり純資産額 1,920円21銭

2.１株当たり当期純利益 396円84銭
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その他の注記

資産除去債務に関する注記

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

1 当該資産除去債務の概要

　賃貸用不動産の賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。

2 当該資産除去債務の金額の算定方法

　契約に基づく残存年数等を使用見込期間と見積り、割引率は使用見込期間に見合う

国債流通利回り（0.3％～1.9％）を使用して資産除去債務の金額を算定しております。

3 当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高 206,351千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 3,090千円

時の経過による調整額 1,455千円

資産除去債務の履行による減少額 △80,605千円

その他増減額（△は減少） △3,895千円

期末残高 126,396千円

重要な後発事象に関する注記

　当社は、平成28年９月12日開催の取締役会において、下記のとおり、株式分割並び

に株式分割に伴う定款の一部変更について決議いたしました。

１  株式分割の目的

　株式分割を実施し、当社株式の投資単位あたりの金額を引き下げることにより、当

社株式の流動性向上と投資家層の拡大を図ることを目的としております。

２  株式分割の概要

  (1) 株式分割の方法

　平成28年10月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された

株主の所有する普通株式を１株につき、２株の割合をもって分割いたします。

  (2) 分割により増加する株式数

      株式分割前の発行済株式総数　　　　　 5,926,700株

      今回の分割により増加する株式数　　　 5,926,700株

      株式分割後の発行済株式総数　　　　　11,853,400株

      株式分割後の発行可能株式総数　　　　38,600,000株

(注)  上記発行済株式総数は新株予約権の行使により株式分割の基準日までの間に

増加する可能性があります。
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  (3) 分割の日程

      基準日公告日       平成28年10月14日

      基準日             平成28年10月31日

      効力発生日         平成28年11月１日

  (4) 新株予約権権利行使価格の調整

　株式の分割に伴い、当社発行の新株予約権の１株当たりの行使価格を平成28年

11月１日以降、以下のとおり調整いたします。

調整前行使価格 調整後行使価格

平成25年８月22日臨時株主総会
決 議 に 基 づ く 新 株 予 約 権

716円 358円

平成26年７月24日臨時株主総会
決 議 に 基 づ く 新 株 予 約 権

1,000円 500円

  (5) １株当たり情報に及ぼす影響

　当該株式分割が当連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の１株当たり

情報は、以下のとおりです。

項目
当連結会計年度

(自 平成27年８月１日
  至 平成28年７月31日)

１ 株 当 た り 純 資 産 額 960.10円

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 金 額 198.42円

潜 在 株 式 調 整 後 １ 株 当 た り
当 期 純 利 益 金 額

186.61円

  (6) その他

　今回の株式の分割に際して、資本金の額の変更はありません。
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貸　借　対　照　表

（平成28年７月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
売 掛 金
完成工事未収入金
有 価 証 券
営業投資有価証券
仕掛販売用不動産
未 成 工 事 支 出 金
前 渡 金
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
土 地
リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産
借 地 権
商 標 権
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
長 期 貸 付 金
破 産 更 生 債 権 等
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
敷 金 及 び 保 証 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

22,309,255
10,344,938

193,772
142,359
70,000

7,537,799
3,164,228
136,791
65,206
337,847
161,376
196,140
△41,204

10,675,595
3,697,844
1,340,230

36,012
247,371
2,554
9,670

1,733,227
328,776
61,337
6,422
9,033
44,500
1,381

6,916,413
1,320,200
1,362,372

5,010
5,305

304,711
31,171
244,165

4,098,637
26,550

△481,711

（負 債 の 部）
流 動 負 債 4,133,509

買 掛 金 879,518
工 事 未 払 金 262,260
１年内返済予定の長期借入金 782,260
リ ー ス 債 務 22,468
未 払 金 103,747
未 払 費 用 92,176
未 払 法 人 税 等 442,363
前 受 金 2,700
未成工事受入金 63,896
預 り 金 158,682
前 受 収 益 1,112,163
賞 与 引 当 金 36,051
役員賞与引当金 80,000
転貸損失引当金 18,488
移転損失引当金 76,524
そ の 他 209

固 定 負 債 17,642,889
長 期 借 入 金 12,267,465
リ ー ス 債 務 390,697
退職給付引当金 214,280
転貸損失引当金 8,368
資 産 除 去 債 務 126,396
受入敷金保証金 4,426,342
長 期 前 受 収 益 205,177
そ の 他 4,161

負 債 合 計 21,776,399
（純資産の部）

株 主 資 本 11,208,451
資 本 金 1,586,153
資 本 剰 余 金 3,175,053
資 本 準 備 金 1,546,153
その他資本剰余金 1,628,899

利 益 剰 余 金 6,447,447
その他利益剰余金 6,447,447
繰越利益剰余金 6,447,447

自 己 株 式 △202

純 資 産 合 計 11,208,451

資 産 合 計 32,984,851 負 債 純 資 産 合 計 32,984,851
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

(平成27年８月１日から
平成28年７月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 19,353,727

売 上 原 価 12,662,128

売 上 総 利 益 6,691,598

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,457,553

営 業 利 益 4,234,044

営 業 外 収 益

受 取 利 息 22,047

受 取 手 数 料 22,500

買 取 債 権 回 収 益 4,032

そ の 他 14,780 63,360

営 業 外 費 用

支 払 利 息 139,114

社 債 利 息 228

支 払 手 数 料 98,690

そ の 他 22,549 260,582

経 常 利 益 4,036,822

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 1,382

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 177,000

移 転 損 失 引 当 金 繰 入 額 76,524 254,906

税 引 前 当 期 純 利 益 3,781,916

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,613,366

法 人 税 等 調 整 額 △123,749 1,489,616

当 期 純 利 益 2,292,300

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(平成27年８月１日から
平成28年７月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金
そ の 他
資 本 剰 余 金

資 本 剰 余 金
合 計

当 期 首 残 高 1,506,140 1,466,140 1,628,899 3,095,040

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 80,013 80,013 80,013

剰 余 金 の 配 当

当 期 純 利 益

自 己 株 式 の 取 得

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 80,013 80,013 － 80,013

当 期 末 残 高 1,586,153 1,546,153 1,628,899 3,175,053

株 主 資 本

純 資 産 合 計
利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株主資本合計
そ の 他
利 益 剰 余 金 利 益 剰 余 金

合 計繰 越
利 益 剰 余 金

当 期 首 残 高 4,212,153 4,212,153 △35 8,813,298 8,813,298

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 160,026 160,026

剰 余 金 の 配 当 △57,006 △57,006 △57,006 △57,006

当 期 純 利 益 2,292,300 2,292,300 2,292,300 2,292,300

自 己 株 式 の 取 得 △166 △166 △166

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 2,235,293 2,235,293 △166 2,395,152 2,395,152

当 期 末 残 高 6,447,447 6,447,447 △202 11,208,451 11,208,451

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

　・満期保有目的の債券　　　　　償却原価法（定額法）

　・子会社株式及び関連会社株式　移動平均法による原価法

　・その他有価証券

    時価のあるもの　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）

    時価のないもの　　　　　　移動平均法による原価法

　　　　　　　　　　　　　　　なお、匿名組合出資金については、その損益のう

ち、当社に帰属する持分相当額を「売上高」又は

「売上原価」に計上するとともに、「営業投資有

価証券」を加減する処理を行っております。

(2) デリバティブ　　　　　　　　時価法

(3) たな卸資産　　　　　　　　　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

（リース資産を除く）

定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４

月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に

ついては定額法）を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　10年～50年

構築物　　　　　　　　３年～40年

(2) 無形固定資産

（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、ソフトウェア（自社利用分）については社

内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

を採用しております。

(3) リース資産                  所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリ

ース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前

のリース取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

(4) 長期前払費用                定額法
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3 引当金の計上基準

(1)　貸倒引当金　　　　　　　　 売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上しております。

(2)　賞与引当金　　　　　　　　 従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額のう

ち当期に対応する額を計上しております。

(3)　役員賞与引当金　　　　　　 役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づ

き当期末において発生していると認められる額を

計上しております。

(4)　転貸損失引当金　　　　　　 マスターリースにおいて転貸差損が将来にわたり

発生する可能性が高い転貸物件について翌事業年

度以降の損失見込額を計上しております。

(5)　退職給付引当金　　　　　　 従業員の退職給付に備えるため、当期末における

退職給付債務見込額（簡便法）に基づき、当期末

において発生していると認められる額を計上して

おります。

(6)　移転損失引当金　　　　　　 事務所の移転等に伴う損失に備えて、損失見込額

を計上しております。

4 重要なヘッジ会計の方法

(1)　ヘッジ会計の方法　　　　　 原則として繰延ヘッジ処理を採用しております｡ 

なお、金利スワップ取引について特例処理の要件

を満たしている場合には、特例処理を採用してお

ります。

(2)　ヘッジ手段とヘッジ対象　　 ヘッジ手段…金利スワップ取引

ヘッジ対象…借入金利息

(3)　ヘッジ方針　　　　　　　　 金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取

引を行っており、投機目的のデリバティブ取引は

行っておりません。

(4)　ヘッジ有効性評価の方法　　 ヘッジ対象及びヘッジ手段について、それぞれの

キャッシュ・フロー総額の変動額を比較し、両者

の変動額を基準にして検証しておりますが、特例

処理の適用が可能なものについては、検証を省略

しております。

5 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税及び地方消費

税については、発生事業年度の期間費用としております。
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6 会計方針の変更

 （平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する

実務上の取扱い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を当事業年度に適用し、

平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率

法から定額法に変更しております。

　なお、この変更による当事業年度の損益に与える影響額は軽微であります。

貸借対照表に関する注記

1 担保に供している資産及び担保に係る債務

(1)担保に供している資産

仕掛販売用不動産 2,448,722千円

建物 379,421千円

土地 689,443千円

関係会社株式 962,400千円

計 4,479,987千円

(2)担保に係る債務

長期借入金（１年内返済予定額を含む） 4,190,725千円

2 有形固定資産の減価償却累計額 1,221,886千円

3 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

短期金銭債権 6,349千円

短期金銭債務 1,080千円

損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高 4,099,544千円

仕入高 13,156千円

販売費及び一般管理費 12,000千円

営業取引以外の取引高 35,536千円

株主資本等変動計算書に関する注記

当期の末日における自己株式の種類及び株式数

普通株式 111株
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税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

貸倒引当金 160,640千円

減損損失 61,943千円

賞与引当金 11,125千円

転貸損失引当金 8,288千円

移転損失引当金 23,615千円

退職給付引当金 65,612千円

前受収益 14,869千円

長期前受収益 13,480千円

資産除去債務 38,702千円

受入建設協力金 53,807千円

未払事業税 74,361千円

定期借地権償却 12,231千円

その他 55,071千円

繰延税金資産小計 593,750千円

評価性引当額 △113,536千円

繰延税金資産合計 480,213千円

繰延税金負債

資産除去債務に対応する有形固定資産 △24,217千円

差入建設協力金 △6,479千円

受入建設協力金 △43,974千円

繰延税金負債合計 △74,671千円

繰延税金資産の純額 405,542千円

リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、建物等の一部については所有権移転外ファイ

ナンス・リース契約により使用しております。
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関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等

種 類 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者との関係 取引内容
取引金額
（千円）

科 目
期末残高
（千円）

子 会 社
匿名組合ＡＧイ
ンベストメント

－ 匿名組合出資 出資 460,000
営業投資
有価証券

462,739

子 会 社
匿名組合ロジス
ク エ ア 久 喜

－ 匿名組合出資
出資 5,105,000

営業投資
有価証券

9,995

分配金 2,476,701 － －

子 会 社
匿名組合ロジス
ク エ ア 羽 生

－ 匿名組合出資

出資 3,313,000
営業投資
有価証券

10,000

販売用不動
産 の 売 却
（注）2

989,770 － －

分配金 1,509,865 － －

子 会 社
匿 名 組 合
Ｃ Ｒ Ｅ ６

－ 匿名組合出資

出資 5,175,000
営業投資
有価証券

5,168,276

販売用不動
産 の 売 却
（注）2

4,450,330 － －

担保提供の
受入（注）3

5,134,906 － －

子 会 社
匿 名 組 合
Ｃ Ｒ Ｅ ７

－ 匿名組合出資

出資 1,890,000
営業投資
有価証券

1,886,786

販売用不動
産 の 売 却
（注）2

1,522,275 － －

担保提供の
受入（注）3

1,865,521 － －

子 会 社
合同会社ＣＲＥ
インベストメン
ト

所有
　直接100.0%

資金の貸付

資金の回収
（注）4

635,000 － －

利息の受取
（注）4

17,536 － －

関 連 会 社
株式会社エンバ
イオ・ホールデ
ィ ン グ ス

所有
　直接22.1%

役員の兼任等
増資の引き
受け（注）5

962,400
関係会社
株 式

962,400

役員及びそ
の 近 親 者

山 下 　 修 平
被所有
　直接0.3%

当社代表取締役
新株予約権
の権利行使
（注）6

11,993 － －

役員及びそ
の 近 親 者

近 藤 　 正 昭
被所有
　直接0.2%

当社取締役
新株予約権
の権利行使
（注）6

18,616 － －

役員及びそ
の 近 親 者

亀 山 　 忠 秀
被所有
　直接0.3%

当社取締役
新株予約権
の権利行使
（注）6

11,993 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１．取引条件については、一般の取引先と同様の条件によっております。

　　　２．当社の簿価を勘案して交渉の上決定しております。

　　　３．金融機関からの借入金に対する担保提供を受入れております。

　　　４．資金の貸付については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

　　　５．当社が株式会社エンバイオ・ホールディングスの行った第三者割当増資を１株

につき802円で引き受けたものであります。

　　　６．平成25年８月22日開催の臨時株主総会決議に基づき付与された新株予約権の当

事業年度における権利行使を記載しております。なお、取引金額は、当事業年

度における新株予約権の権利行使による付与株式数に行使時の払込金額を乗じ

た金額を記載しております。
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１株当たり情報に関する注記

1.１株当たり純資産額 1,892円01銭

2.１株当たり当期純利益 394円31銭

重要な後発事象に関する注記

　当社は、平成28年９月12日開催の取締役会において、下記のとおり、株式分割並び

に株式分割に伴う定款の一部変更について決議いたしました。

１  株式分割の目的

　株式分割を実施し、当社株式の投資単位あたりの金額を引き下げることにより、当

社株式の流動性向上と投資家層の拡大を図ることを目的としております。

２  株式分割の概要

  (1) 株式分割の方法

　平成28年10月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された

株主の所有する普通株式を１株につき、２株の割合をもって分割いたします。

  (2) 分割により増加する株式数

      株式分割前の発行済株式総数　　　　　 5,926,700株

      今回の分割により増加する株式数　　　 5,926,700株

      株式分割後の発行済株式総数　　　　　11,853,400株

      株式分割後の発行可能株式総数　　　　38,600,000株

(注)  上記発行済株式総数は新株予約権の行使により株式分割の基準日までの間に

増加する可能性があります。

  (3) 分割の日程

      基準日公告日       平成28年10月14日

      基準日             平成28年10月31日

      効力発生日         平成28年11月１日

  (4) 新株予約権権利行使価格の調整

　株式の分割に伴い、当社発行の新株予約権の１株当たりの行使価格を平成28年

11月１日以降、以下のとおり調整いたします。

調整前行使価格 調整後行使価格

平成25年８月22日臨時株主総会
決 議 に 基 づ く 新 株 予 約 権

716円 358円

平成26年７月24日臨時株主総会
決 議 に 基 づ く 新 株 予 約 権

1,000円 500円

－ 48 －

個別注記表



2016/09/27 13:23:07 / 16218479_株式会社シーアールイー_招集通知

  (5) １株当たり情報に及ぼす影響

　当該株式分割が当事業年度の期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報

は、以下のとおりです。

項目
当事業年度

(自 平成27年８月１日
  至 平成28年７月31日)

１ 株 当 た り 純 資 産 額 946.01円

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 金 額 197.16円

潜 在 株 式 調 整 後 １ 株 当 た り
当 期 純 利 益 金 額

185.42円

  (6) その他

　今回の株式の分割に際して、資本金の額の変更はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成28年９月16日

株式会社シーアールイー

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 竹之内 和 徳㊞
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 守  屋 貴 浩㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社シーアール

イーの平成27年８月１日から平成28年７月31日までの連結会計年度の連結計

算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動

計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに

は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが

含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場

から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が

国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき

監査を実施することを求めている。
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監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手す

るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又

は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択

及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた

めのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応

じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に

関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針

及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した

と判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社シーアールイー及び連結子

会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況

をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成28年９月16日

株式会社シーアールイー

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 竹之内 和 徳㊞
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 守  屋 貴 浩㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社シー

アールイーの平成27年８月１日から平成28年７月31日までの第８期事業年度

の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及

び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することに

ある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びそ

の附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統

制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場

から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監

査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書

に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査

計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
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監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監

査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断

により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示

のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の

有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算

書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す

る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経

営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附

属明細書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した

と判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一

般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びそ

の附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書

当監査等委員会は、平成27年８月１日から平成28年７月31日までの第８
期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その
方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　　　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事

項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている
体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及
び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、
意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

　　①監査等委員会が定めた当期の監査の方針、職務の分担等に従い、会社
の内部監査室と連携の上、重要な会議等に出席し、意思決定の過程及
び内容を確認し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事
項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧
し、本社及び主要な営業所において業務及び財産の状況を調査しまし
た。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎
通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受け
ました。

　　②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している
かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監
査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」
（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している
旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　　　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個
別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について
検討いたしました。
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２.監査の結果

（1）　事業報告等の監査結果

　　　①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状

況を正しく示しているものと認めます。

　　　②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に

違反する重大な事実は認められません。

　　　③　内部統制システム整備に関する取締役会決議の内容は相当である

と認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載

内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認めら

れません。

（2）　計算書類及びその附属明細書の監査結果

新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。

（3）　連結計算書類の監査結果

新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。

平成28年９月16日

株式会社シーアールイー　監査等委員会

社 外 取 締 役 監 査 等 委 員 石久保　善　之 ㊞

社 外 取 締 役 監 査 等 委 員 山 田 毅 志 ㊞

社 外 取 締 役 監 査 等 委 員 清 水 琢 麿 ㊞

（注）監査等委員石久保善之及び山田毅志並びに清水琢麿は、会社法第２条

第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以　上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　定款一部変更の件

１．提案の理由

　当社現行定款について、次の理由から所要の変更を行うものであります。

(1) 将来的な会社の経営体制の強化を視野にいれて、監査等委員でない取

締役の増員を可能とするために、取締役の定数を12名から14名に変更す

るものであります。

(2) 取締役会決議により選定可能な役付取締役に、取締役副会長を追加す

るものであります。

２．変更の内容

　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

現 行 定 款 変 更 案

（員数） （員数）

第１７条　当会社の取締役は、１２名

以内とする。

第１７条　当会社の取締役は、１４名

以内とする。

２．　＜条文省略＞ ２．　＜現行どおり＞

（代表取締役及び役付取締役） （代表取締役及び役付取締役）

第２０条　　＜条文省略＞ 第２０条　　＜現行どおり＞

２．取締役会は、その決議によ

って、取締役社長１名、取

締役会長、取締役副社長、

専務取締役、常務取締役各

若干名を定めることができ

る。

２．取締役会は、その決議によ

って、取締役社長１名、取

締役会長、取締役副会長、

取締役副社長、専務取締

役、常務取締役各若干名を

定めることができる。
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第２号議案　ストックオプションとして新株予約権を発行する件

　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、以下の要領により、当社

及び当社子会社の従業員に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権

の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、ご承認をお願いするも

のであります。

　当該ストックオプションとしての新株予約権は、当社の業績向上及び企業価値

増大に対する意欲や士気を高めること等を目的としています。

　なお、本議案が可決された場合に新規発行される当社株式の総数は、最大で

15,000株であり、これは平成28年11月1日を効力発生日とする株式分割適用後の株

数となります。

Ｉ．特に有利な条件により新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要と

する理由

　当社及び当社子会社の従業員を、株価変動による影響を株主の皆様と共有で

きる立場に置くことにより、当社の株価や業績への関心度を高め、株価上昇及

び業績向上への意欲や士気を一層高めることを目的として、当社及び当社子会

社の従業員に対してストックオプションとしての新株予約権を無償で発行する

ものであります。

Ⅱ．本総会において決定する事項に基づいて募集事項の決定をすることができる

新株予約権の上限及び金銭の払込みの要否

１．新株予約権割当の対象者

　　当社及び当社の子会社の従業員

２．その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の数の

上限

　　下記Ⅲ．に定める内容の新株予約権【150】個を上限とする。

　　なお、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の

数は、当社普通株式【15,000】株を上限とし、下記Ⅲ．１.により付与株式数

（以下に定義される。）が調整された場合は、調整後付与株式数に上記新株

予約権の上限数を乗じた数を上限とする。

３．その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権につき、

金銭の払込みを要しないこととする。

Ⅲ．本総会において決定する事項に基づいて募集事項を決定することができる新

株予約権の内容
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１．新株予約権の目的である株式の種類及び数

　　新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の

目的である株式の数（以下、「付与株式数」という）は【100】株とする。

　　ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当

社が当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、

株式分割の記載につき同じ）又は株式併合を行う場合には、次の算式により

付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨

てる。

　　調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率

　　当該調整後付与株式数を適用する日については、株式分割の場合は、当該

株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発生日）以降、

株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金

の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承

認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結

の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、当該調整後付与株式

数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこ

れを適用する。

　　また、上記のほか、割当日以降、付与株式数の調整を必要とする場合には、

当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

　　付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の

前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有

する者（以下、「新株予約権者」という）に通知又は公告する。ただし、当

該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後

速やかに通知又は公告する。

２．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権

を行使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額

（以下、「行使価額」という）に付与株式数を乗じた金額とする。

　　行使価額は、１円とする。

３．新株予約権を行使することができる期間

　　平成29年11月1日から平成29年11月30日

４．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び

資本準備金に関する事項

　(1)　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金

の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額
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の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り

上げる。

　(2)　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準

備金の額は、上記（1）記載の資本金等増加限度額から上記（1）に定める

増加する資本金の額を減じた額とする。

５．譲渡による新株予約権の取得の制限

　　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認

を要する。

６．新株予約権の取得条項

　(1)　以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場

合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の

決定がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で

新株予約権を取得することができる。

　　①　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

　　②　当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

　　③　当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議

案

　　④　当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得に

ついて当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認

の議案

　　⑤　新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類

の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式

について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについ

ての定めを設ける定款の変更承認の議案

　(2)　新株予約権者が権利行使をする前に、「10．その他の新株予約権の行使

の条件」に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、

当社は新株予約権を無償で取得することができる。

７．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方

針

　　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割若しく

は新設分割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る）又は株式交換若し

くは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称

して以下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力

発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新

設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ず
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る日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株

式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の

成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権（以下、「残

存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合に

つき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、

「再編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。た

だし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収

合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は

株式移転計画において定めることを条件とする。

　(1)　交付する再編対象会社の新株予約権の数

　　　　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ

交付する。

　(2)　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　　　　再編対象会社の普通株式とする。

　(3)　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　　　　組織再編行為の条件等を勘案の上、上記１．に準じて決定する。

　(4)　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　　　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、

上記２．で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、

調整して得られる再編後払込金額に上記（3）に従って決定される当該

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金

額とする。

　(5)　新株予約権を行使することができる期間

　　　　上記３．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日

と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記３．に

定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

　(6)　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本

金及び資本準備金に関する事項

　　　　上記４．に準じて決定する。

　(7)　譲渡による新株予約権の取得の制限

　　　　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会

の決議による承認を要する。

　(8)　新株予約権の取得条項

　　　　上記６．に準じて決定する。
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　(9)　その他の新株予約権の行使の条件

　　　　下記10.に準じて決定する。

８．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め

　　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない

端数がある場合には、これを切り捨てる。

９．新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項

　　当社は、新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。

10．その他の新株予約権の行使の条件

　(1)　新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の

子会社に勤務するもの（当社からの出向者を含む）であることを要する。

ただし、定年退職など、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合

はこの限りでない。

　(2)　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点におけ

る発行可能株式総数を超過することになるときは、当該新株予約権の行使

を行う事ができない。

　(3)　各新株予約権１個未満の行使を行う事はできない。

　(4)　新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使

することができない。
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第３号議案　監査等委員でない取締役４名選任の件

　現在の当社の監査等委員でない取締役４名は、定款の規定により、本総会終結

の時をもって全員任期満了となります。これを機に、取締役伊藤毅氏が子会社ス

トラテジック・パートナーズ㈱の代表取締役としてアセットマネジメント事業に

専念するため退任し、執行役員である永浜英利氏を新たに選任するものとして、

監査等委員でない取締役４名の選任をお願いするものであります。

　本議案については、監査等委員会より賛成の意見を得ております。

　監査等委員でない取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 数

１

やま

山
した

下
しゅう

修
へい

平
(昭和48年８月４日)

昭和62年12月　東西建物㈱（現京橋興産㈱）

取締役

平成15年３月　富士総業㈱取締役（現任）

平成15年６月　公共建物㈱取締役（現任）

平成21年12月　当社代表取締役社長（現任）

平成28年５月　京橋興産㈱代表取締役（現

任）

16,750株

２

こん

近
どう

藤
まさ

正
あき

昭
(昭和30年10月29日)

昭和53年４月　㈱天幸総建入社

平成17年１月　㈱天幸総建取締役

平成19年６月　㈱天幸総建常務取締役

平成23年２月　当社取締役

平成23年７月　当社常務取締役

平成24年８月　当社専務取締役（現任）

10,000株

３

かめ

亀
やま

山
ただ

忠
ひで

秀
(昭和49年12月26日)

平成14年７月　㈱ｺﾏｰｼｬﾙ･ｱｰﾙｲｰ入社

平成18年６月　㈱ｺﾏｰｼｬﾙ･ｱｰﾙｲｰ取締役

平成23年７月　当社常務取締役（現任）

平成28年６月　㈱ｴﾝﾊﾞｲｵ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ取締役

（現任）

16,750株

４

なが

永
はま

浜
ひで

英
とし

利
(昭和43年７月13日)

平成19年４月　㈱ｺﾏｰｼｬﾙ･ｱｰﾙｲｰ入社

平成22年８月　当社管理本部経理部長

平成23年７月　当社取締役管理本部長

平成25年10月　当社執行役員管理本部長（現

任）

20,000株

（注）各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
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第４号議案　監査等委員でない取締役の報酬額改定の件

　当社は、将来的な会社の経営体制の強化を視野にいれて、また第１号議案にお

いて取締役の定数増加が可決されることにより今後の増員も考慮して、会社法及

び会社法施行規則の定めに従い、監査等委員でない取締役の報酬額について、本

議案のとおりご提案いたしたく存じます。

　当社の監査等委員でない取締役の報酬額については、去る平成27年10月29日開

催の第７期定時株主総会において、一事業年度当たりの金銭報酬に関する支給限

度額を、総額２億4,000万円とご承認いただき、今日に至っております。

　つきましては、監査等委員でない取締役に対する金銭報酬の支給限度額を、一

事業年度当たり総額５億円といたしたく存じます。当事業年度につきましては、

この支給限度額を期初に遡って適用いたしたく存じます。

　現在の監査等委員でない取締役の員数は４名（うち、監査等委員でない社外取

締役の員数は０名）であり、第３号議案が原案どおり承認可決された場合、監査

等委員でない取締役の員数は４名（うち、監査等委員でない社外取締役の員数は

０名）となります。

　本議案については、監査等委員会より賛成の意見を得ております。

以　上
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株主総会会場ご案内図

〒105－8582　東京都港区芝公園二丁目５番20号

メルパルク東京

５階　「瑞雲（ＺＵＩＵＮ）」

地下鉄：芝公園駅（都営三田線）A３出口　徒歩２分

大門駅（都営浅草線・都営大江戸線）A３出口　徒歩４分

JR京浜東北線・山手線：浜松町駅（北口）徒歩８分または

（南口）S５階段　「金杉橋方面」　徒歩８分

モノレール：浜松町駅（北口）　徒歩８分
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※当会場には専用駐車場がございませんので、

ご了承のほどお願い申し上げます。

地図




